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現
委
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、次
期
委
員

を
募
集
し
ま
す
。
ま
た
、農
業
者
団
体
な
ど

か
ら
の
推
薦
も
受
け
付
け
ま
す
。

【
筑
紫
野
市
農
業
委
員
の
募
集
】

●
募
集
人
員　
12
人

●
任
期　
平
成
31
年
４
月
10
日
か
ら
平
成
34

年
４
月
９
日
ま
で

●
応
募
資
格　

　
農
業
に
関
す
る
識
見
を
有
す
る
人

【
筑
紫
野
市
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の

募
集
】

●
募
集
人
員　
10
人

●
任
期　
平
成
31
年
４
月
11
日
か
ら
平
成
34

年
４
月
９
日
ま
で(

予
定)

●
応
募
資
格　

　
農
地
な
ど
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
に
熱

意
と
識
見
を
有
す
る
人

【
共
通
】

●
応
募
資
格

▽�

会
議
、研
修
会
、状
況
調
査
な
ど
に
出
席

で
き
る
人(

会
議
・
状
況
調
査
は
そ
れ
ぞ

れ
月
１
回
程
度
、研
修
会
は
年
６
回
程
度

開
催
し
ま
す
。ま
た
、随
時
農
地
パ
ト
ロ
ー

ル
を
実
施
し
ま
す)

▽�

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
８
条
第

４
項
に
該
当
し
な
い
人

●
応
募
方
法

　
農
業
委
員
会
事
務
局
で
配
布
す
る
応
募
申

込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、郵
送
ま
た
は

持
参
に
よ
り
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

応
募
申
込
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
募
集
期
間　

11
月
15
日(

木)

～
12
月
14

日（
金
）

●
選
考
方
法

　

選
考
会
議
で
応
募
申
込
書
を
審
査
し
、選

考
し
ま
す
。　

●
そ
の
他　
　

▽
応
募
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

▽�

応
募
申
込
書
に
記
入
し
た
事
項
は
、個
人

情
報
を
含
む
事
項
を
除
き
、公
表
し
ま
す
。

●
申
し
込
み・問
い
合
わ
せ
先

　

〒
818-

8686(

住
所
記
入
不
要)

農
業
委
員

会
事
務
局

農の
う

業ぎ
ょ
う

委い

員い
ん

・
農の

う

地ち

利り

用よ
う

最さ
い

適て
き

化か

推す
い

進し
ん

委い

員い
ん

を

募ぼ

集し
ゅ
う

し
ま
す
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平
成
31
年
度
中(

平
成
31
年
４
月
１
日
～

平
成
32
年
３
月
31
日)

に
公
・
私
立
保
育
所

(

園)

へ
入
所
を
希
望
す
る
人
の
入
所
申
込
書

類
の
配
布
・
受
付
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
手

続
き
は
、
児
童
福
祉
法
に
定
め
る
手
続
き
で

す
の
で
、
入
所
を
希
望
す
る
人
は
受
付
期
間

内
に
必
ず
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
入
所
対
象
者

　
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
生
後
50
日
目
か
ら

就
学
前
の
児
童

●
申
し
込
み
が
で
き
る
人

　
入
所
対
象
者
の
保
護
者
で
、
次
の
要
件
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
就
労
等
の
た
め
、
保
育
が
必
要
で
あ
る

②�

そ
の
他
、
特
別
な
事
情(

病
気
・
介
護
な

ど)

に
よ
り
保
育
が
必
要
で
あ
る

※�

平
成
31
年
度
中
に
産
休
・
育
休
明
け
で
仕

事
復
帰
ま
た
は
転
入
で
年
度
途
中
に
入
所

を
予
定
し
て
い
る
人
も
、
次
の
期
間
内
に

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※�

保
育
所
在
園
児
の
入
所
手
続
き
に
つ
い
て

は
保
育
所(

園)

を
通
し
て
行
っ
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
転
園
を
希
望
す
る
場
合

は
、
申
込
書
類
を
保
育
所(

園)

で
受
け
取

り
、
次
の
期
間
中
に
市
役
所
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

●
書
類
配
布
・
受
付
期
間

　
12
月
14
日(

金)

ま
で

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く

●
場
所

　
市
役
所
第
１
別
館
１
階
子
育
て
支
援
課

※�

窓
口
が
混
み
合
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
時

間
に
余
裕
を
も
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※�

保
育
所(

園)

の
入
所
決
定
は
、
先
着
順
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
問
い
合
わ
せ
先　
子
育
て
支
援
課

平
成
31
年
度
保ほ

育い
く

所し
ょ(

園え
ん)

入に
ゅ
う

所し
ょ

申も
う

し
込こ

み
を

受う

け
付つ

け
ま
す
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